
（参考）

前年度の人件費率

％

12.3

人件費率

Ｂ／Ａ

％

12.7

　　　 含みます。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

千円

347 1,228,697

　　　 数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月

　　　 額を100として計算した指数です。

　　 ３　実質収支とは、形式収支（歳入－歳出）から翌年度に繰り越すべき財源を控除した決算額です。

(2) 職員給与費の状況（一般会計決算）

区　分
職員数 職　　　　　員　　　　　給　　　　　与　　　　　費

     ２　職員数は、令和３年４月１日現在の人数です。

（令和4年1月1日現在） Ａ

３年度
人

(注) １　職員手当には退職手当を含みません。

Ｂ

人　 千円

　黒部市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、令和３年度における状況について、次
のとおりお知らせします。（一部は、令和４年４月１日現在の状況です。）

１　総括

(1) 人件費の状況（一般会計決算）

区　分
住民基本台帳人口 歳出額 実質収支

　　計　　Ｂ 給与費 Ｂ／Ａ

人件費

千円 千円

40,497 25,278,131 914,085 3,219,752

5,509

千円千円千円

３年度

一人当たり

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

211,279 471,872 1,911,848

千円

(注) １　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員

黒部市人事行政の運営等の状況について

(注) １　人件費には、一般職の給料、手当、共済費のほか特別職（市長や各種委員）の給料、議員報酬などを

　　 ２　一般会計とは、病院事業・上下水道事業等を除く市の事業全般を行うための会計をいいます。

　　 ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

(H30)
99.0 

(H30)
97.8 

(H30)
99.1 

(R1)
98.9 

(R1)
97.7 

(R1)
98.9 

(R2)
99.2 

(R2)
97.7

(R2)
98.9 

(R3)
98.6 

(R3)
97.5 

(R3)
98.8 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

黒部市 類似団体平均 全国市平均



①給料表の見直し [　実施　・　未実施　]

実施内容

②その他の見直し内容
・期末勤勉手当について、国と同じく支給月数を0.15月分引き下げ(4.30月)【令和３年度】

平均給与月額

(4) 給与の改定状況について

【概要】
　国の給与制度においては、地域の民間給与水準の状況を反映した給料とするため、毎年俸給表及び地域手当（本
市は支給非該当地域）の支給割合の見直し等に取り組んでいます。

（給料表の改定実施時期）　平成31年４月１日
（内容）　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、国と同じく給与表の改定
　　　　　（初任給の引き上げ、及び、30歳台半ばまでの職員が在職する号棒について改定。
            平均改定率0.1％）

306,600 円 396,800

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額、平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

①　一般行政職

区　分
平均年齢 平均給料月額

円

富山県 43.5

黒部市 40.0

歳 322,900 円

歳

395,400 円

(注) １ 「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です（以下、同様

270,000富山県

校務助手

②　技能労務職

区分

うち
297,400

53.3 321,500

－

円黒部市

305,100

平均給料月額 平均給与月額

295,000

円 円

円

円円

歳

歳

歳

53.7

58.6

　 　２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです

　　　　（以下、同様です。）。

平均年齢

　　　　です。）。



円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

150,600

147,900

139,900

(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和４年４月１日現在）

３ 一般行政職の級別職員数等の状況

該当者無し該当者無し

298,300

382,400

技能労務職 高校卒

409,100384,400

中学卒

該当者無し

30年以上~35年未満25年以上~30年未満

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）

一般行政職 大学卒

経　験　年　数

該当者無し 376,800

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。

139,900

(2) 職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

区　　　　　分 黒　部　市 富　山　県

188,700

154,900

一般行政職

国

技能労務職 高校卒 147,900

高校卒 150,600

182,200大学卒 182,200

中学卒

高校卒

区　　　　　分

364,300272,800

241,900

10年以上~15年未満

－

該当者無し

１級 主事・技師
人

区　分 標準的な職務内容 職員数

該当者無し

構成比

％
37 14.6

２級 主事・技師
人 ％

41 16.2

３級 主査・主任
人 ％

64 25.3

４級 係長・主査
人 ％

32 12.6

５級 主幹・課長補佐
人 ％

41 16.2

６級 次長・課長
人 ％

28 11.1

７級 部長
人 ％

10 4.0
％

253 100.0
(注) １ 黒部市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　 ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

合　　計
人

－

290,200249,500

147,900

20年以上~25年未満

195,500 304,200

381,000
円 円

289,700

円
146,100

円
231,500

円
247,600

円

393,000
円

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

円
350,000

円 円
264,200

円

円
319,200 410,200

－

円 円
362,900 444,900

円 円

１級

14.6
１級

12.4

１級

18.3

２級

16.2
２級

18.1

２級

17.1

３級

25.3
３級

24.5

３級
20.3

４級

12.6
４級

11.6

４級

14.2

５級

16.2
５級

18.1

５級

12.6

６級

11.1

６級

12.1
６級

13.0

７級, 4.0 ７級, 3.2 ７級, 4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和４年度の構成比 令和３年度 ５年前(平成29年度)



（ ( （ ( （ (

○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

標準の区分のみ(一律)

ロ　人事評価を実施していない

標準、下位の区分

○

千円 1,556

期末手当

昇給可能な区分

上位、標準、下位の区分 ○

ロ　人事評価を実施していない

１人当たり平均支給額（３年度）

○ ○

上位、標準の区分

○

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ(一律)

富　山　県

４　職員の手当の状況

【加算措置の状況】 【加算措置の状況】

昇給実績がある区分昇給可能な区分

千円

黒　部　市

勤勉手当 期末手当

○ ○

○イ　人事評価を実施した

上位、標準、下位の区分

一般職員

○ ○

○

管理職員
令和４年４月２日から令和５年４月１日

までにおける運用

勤勉手当

(1) 期末手当・勤勉手当

【令和３年度支給割合】 【令和３年度支給割合】

１人当たり平均支給額（３年度）

1,372

昇給可能な区分 昇給実績がある区分

勤勉手当期末手当

【令和３年度支給割合】

国

一般職員

0.90

・管理職加算　10％～25％

-

　職制上の段階、職務の級等による
役職加算措置

【加算措置の状況】

・管理職加算　15％～25％

昇給可能な区分 昇給実績がある区分

イ　人事評価を実施した ○ ○

　職制上の段階、職務の級等による
役職加算措置

令和３年度中における運用
昇給実績がある区分

(2) 昇給への勤務成績の反映状況

2.55 月分月分 1.90

0.90 ）月分

1.90 月分 2.40 1.90月分 月分

）月分 0.90 ）月分 1.35 ）月分

・役職加算　　５％～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

　職制上の段階、職務の級等による
役職加算措置

2.40 月分

1.35

・管理職加算　なし

）月分

・役職加算　　５％～20％

1.45 ）月分

管理職員

○

○○

・役職加算　　５％～20％



月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

％

応募認定・定年

47.709

(注) 　 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和３年度に退職した職員に支給された平均額です。

円

千円

（その他の加算措置）

47.70947.709 月分

全会計(病院除く)

自己都合

支給実績（令和３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

％

(1)　市税及び国民健康保険
税の徴収業務、同滞納処分業
務の外勤に従事した職員
(2)　市営住宅家賃、保育
料、幼稚園授業料、下水道受
益者負担金、下水道使用料又
は水道料金の収納業務の外勤
に従事した職員

一般会計 29.4

39.758

１人当たり

（支給率）（支給率）

（その他の加算措置）

(4) 特殊勤務手当（令和４年４月１日現在）

千円 千円

33.271

24.587

千円1,489一般会計

47.709勤続35年 月分

月分最高限度額

487

定年前早期退職特例措置（２～45％加算）定年前早期退職特例措置（２～20％加算）

月分

19.670

国

(1)　感染症又は感染症の疑
いのある患者の救護に従事し
た職員
(2)　菌の付着又は付着の危
険がある物件の処理業務に従
事した職員
(3)　家畜の防疫業務に従事
した職員

除雪等で特殊車両の運転に従
事した職員

制度なし

応募認定・定年

手当の名称

200
冬季(12月1日から3月31日ま
で)期間、水道補修の現場業
務に従事した職員

１件

(2)　行旅死亡人の取扱業務
に従事した職員

主な支給対象業務

用地買収及び
物件移転交渉事務従事手当

感染症防疫業務従事手当

市民環境課・農林整備課
生涯学習文化課

(1)　行旅病人の取扱業務に
従事した職員

鳥獣の死体処理等業務従手当

福祉課・健康増進課

平均支給額

(3) 地域手当

円

28.5全会計(病院除く)

種類

左記職員に対する支給単価

円

円

円

1,000

400

200

主な支給対象職員

日額

500

黒　　部　　市

勤続25年

20,338

47.709

47.709

全職員

全職員

行旅病人及び行旅死亡人の
取扱業務従事手当

特殊車両運転業務従事手当

税務課・こども支援課
保険年金課・都市計画課
上下水道経営課

市税徴収等事務従事手当

39.758

水道補修業務従事手当

14,598

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）

7

(2) 退職手当（令和４年４月１日現在）

勤続20年

勤続25年

自己都合

24.587

33.271

自己都合

19.670

28.040

月分

一般会計

鳥獣の死体処理及び危険害虫
駆除に従事した職員

円

円

200 円

健康増進課・農業水産課
市民病院

日額

日額

１件

全職員

円

１件

用地買収等の外勤業務に従事
した職員

円

700

勤続35年

最高限度額

日額

14全体種類

全会計(病院除く)

手当の種類（手当数）

一般会計

月分

月分

28.040

応募認定・定年

月分

4,000

勤続20年

1,503

14,179

200日額

新型コロナウイル
ス感染症に係る緊
急措置に関する業

務

上記のうち患者若
しくはその疑いの
ある者に接して行

う作業

3,000



病院業務従事手当 市民病院

(8)　介護業務等に従事した介護員

(7)　視能訓練業務に従事した技師

(5)　臨床工学業務に従事した技師

勤務１回

(20)　休日・夜間の分娩業務
に従事した産科医師

200 円

分娩１回

(21)　臨床研修医の指導に従
事した医師及び歯科医師

勤務１回

日額

日額

日額

日額

(4)　リハビリテーション業務に従事した技師

待機１回

(10)　保健福祉業務に従事した職員

勤務１回

(13)　第１号から前号までの
適用を受けない職員のうち感
染等のおそれのある危険業務
に従事した職員（医師を除
く。）

(14)　放射線検査作業の業務
に従事した看護師及び技師
（放射線技師を除く。）

(16)　死体の解剖業務に従事
した職員（医師を除く。）

１体

勤務１回

(11)　看護業務等に従事した看護師

呼出１回

(15)　透析の業務に従事した
看護師及び臨床工学技士

(18)　救急医療等のため閉院
日に待機を命ぜられた医師

105,000
(1)　医療業務に従事した期
間が1年未満の医師

医師研究手当

(3)　医療業務に従事した期
間が10年以上の医師

(3)　臨床検査業務に従事した技師

(2)　診療放射線業務に従事した技師

(12)　助産業務に従事した助産師

200

(19)　救急医療等のため待機
を命ぜられた職員（医師を除
く。）

(17)　救急医療等のため呼出
しを受け業務に従事した職員

(6)　歯科衛生業務に従事した技師

市民病院

(9)　早出勤務に従事した職員

日額

日額

(2)　医療業務に従事した期
間が1年以上10年未満の医師

月額

日額

日額

日額

日額

日額

日額

月額155,000円＋月額
10,000円×（期間（年）
－10年）（管理職手当の
支給を受ける医師は
300,000円を上限とし、そ
れ以外の医師は210,000円
を月額の上限とする。）

300 円

円500

円450

(1)　薬剤業務に従事した技師

円

円

円

250

円

450

400

円

250

400

400

100 円

円

円

450

円

10,000

円

円

550

円

円

円200

800

(23)　中央手術室業務に従事
した看護師

円

円

100

5,000

1,240

円5,000

日額 500

(22)　抗癌剤調製に従事した
職員(医師及び歯科医師を除
く。)

勤務１回 200 円

待機１回

円

月額105,000円＋月額
5,000円×（期間（年）－
1年）

円



看護職員処遇改善手当 保健師・助産師・看護師・准看護師 市民病院に勤務する職員 月額 4,000 円

日額 300 円

保育士・幼稚園教諭等処遇改善手当 保育士・保育教諭・幼稚園教諭
市立保育所、こども園、幼稚
園に勤務する職員

月額 9,000 円

7,700 円

支 給 実 績 （ 令 和 ３ 年 度 一 般 会 計 決 算 ） 101,067

支 給 実 績 （ 令 和 ２ 年 度 一 般 会 計 決 算 ）

内容及び支給単価
(月額等)

千円

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 375

(1)　その勤務時間が深夜の
全部を含む勤務である場合

手　当　名

96,377

職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）

一般会計決算）

部長：70,800円　　次長：58,200円
課長：54,000円　　主幹：39,700円
保育所長・幼稚園長：25,800円

千円

平均支給年額

異
(県の制度に

準じています)

○国の制度
16歳から22
歳まで
5,000円加
算

同

（３年度決算）

国の制度
との異同

千円 62,222

1,080 千円異

管理職手当支給対象職員が臨時又は緊急の必
要等により週休日等又は平日深夜に勤務した
場合、職位に応じて１回6,000円から10,000
円まで

寒冷地手当

職員1人当たり

22,023

円

管理職員
特別勤務手当

区分ごと
の金額

7,092

千円

円

円千円

65,000

30,000

円

千円

229,406 円

宿日直手当 同

区分と区分
ごとの金額

扶養手当

管理職手当

通勤手当

子以外の扶養親族6,500円、子10,000円(16歳
から22歳まで5,200円加算)

借家等 月額16,000円を超える家賃を支払っ
ている職員28,000円以内

千円

13,553

15,680

異
(県の制度に

準じています)

千円

410

(1)　交通機関等利用者 定期券購入額55,000
円以内
(2)　自動車等の交通用具使用者 距離に応じ
2,610円から34,890円

異

支給実績

（令和３年度

区分ごと
の金額

39,360

千円

千円

(6) その他の手当（令和４年４月１日現在）

国の制度と
異なる内容

同

1,078
勤務1回につき、4,400円
（病院の医師以外6,100円、医師一般21,000
円、管理職12,000円)

住居手当

寒冷地に在勤する職員に対し、11月から３月
までの期間中、職員の扶養者数等に応じて月
7,360円から17,800円まで

65

円

578,824

円

(2)　その勤務時間が深夜の
一部を含む勤務である場合

4,200

勤務１回

円

260,635 円

2,500

9,000 円

夜間看護業務従事手当 市民病院

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜において
行われる看護及び介護業務に
従事した職員

円

3,400
イ　深夜における勤務時間が
2時間以上4時間未満

勤務１回

カリエール、デイサービスセ
ンターに勤務する職員

勤務１回

勤務１回

介護職員処遇改善手当 介護職員

ウ　深夜における勤務時間が
2時間未満

デイサービス業務従事手当 デイサービスセンター
デイサービス業務に従事する
職員

(5) 時間外勤務手当

月額

ア　深夜における勤務時間が
4時間以上



月分

月分 月分

月分

月分 月分

× / × 48 ÷ 12 ＝

× / × 48 ÷ 12 ＝

[ ] [ ] 人

６　職員数の状況

（3年度支給割合）

６月期 1.675

副市長

計 3.25

副市長

1.575

人

人

67.04

業務量を考慮した人員配置の調整による減

主　な　増　減　理　由

情報及びデジタルに特化した業務を担う「デジタル推進係」の新設等による増

69.63

子育て支援の体制強化による増

人口１万人当職員数

＜参考＞

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 5

技能労務職の退職者に係る正規職員での不補充による減

感染症対策班の設置による増

農林水産

(注) １ 職員数は一般職（教育長を含む。）に属する職員数であり、一部事務組合への派遣者（１名）を除きます。

 　　２ 類似団体の数値は、人口規模、産業構造が類似している団体の平均値です。

947
人口１万人当職員数

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病院

 　　３ [　] 内は、条例定数の合計です。

988

＜参考＞

／円

445,000

734,000

／

５　特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）

副市長

431,000

円

議員

454,000
報

酬

議長 528,000

区　分 給　料　月　額　等

給

料

（参考）類似団体における最高／最低額

512,000

円 円円 989,000

816,000

副議長

計 3.25

（3年度支給割合）

円

400,000

370,000

279,000

259,000

／

／

期
末
手
当

市長

議長

副議長 ６月期 1.675

12月期 1.575

12月期

任期毎

任期毎280

議員

8,220,800

100

100

（１期の手当額）（算定方式） （支給時期）

対前年
増減数部　　門 令和４年 令和３年

市長

(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

500

区　　分 職員数（人）

総務 57 56 1

5 0

25 26 △ 1 業務量を考慮した人員配置の調整による減

税務 17 17 0

土木 32 33 △ 1

商工 10 10 0

民生 118 117 1

衛生 18 15 3

計

282 279 3 ＜参考＞　

人口１万人当職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

教育部門 55 58 △ 3

消防部門 0 0 0

小　計 337 337 0

水道 10 10

小　計 610 609 1

下水道 10

17

988

10 0

1

573 0573

16

0

462,000

946合　　計

920,000

734,000

円

円

円

円

円

／

市長 920,000

デイサービス事業における人員配置の増

（類似団体の人口１万人当たり職員数 85.79 人）

83.22

1

円

(注) 　 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝48月） 勤め

　 　　 た場合における退職手当の見込額です。   

円 円

その他

円

18,400,000

327,000

233.84

退
職
手
当
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276 人 273 274

公営企業等会計　計 596
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(2) 年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在）
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・　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（同法第32条）　　・　信用失墜行為の禁止（同法第33条）　

・　秘密を守る義務（同法第34条）・　職務に専念する義務（同法第35条）　・　政治的行為の制限（同法第36条）

・　争議行為等の禁止（同法第37条）　　　・　営利企業等の従事制限（同法第38条）

     ２ 懲戒処分とは、公務における規律と秩序を維持する目的から、職務上の義務違反など、公務員としてふさわ

　　　  しくない非行がある場合に行われる処分です。

９　職員の服務の状況

　地方公務員法第30条は、服務の根本基準として、「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、

かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。

　また、職員に対して次のような義務、禁止及び制限事項が定められています。

― ― ― ―

(注) １ 分限処分とは、公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその責務を十分に果たすこ

　　　  とができない場合に行われる、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。

減給 停職 免職 計

― ― ８人 ― ８人 ―

降任 免職 休職 降給 計 戒告

(4) 育児休業制度の取得状況

　令和３年度に育児休業を取得した職員は、17人（女性16人、男性１人）であり、

前年度（15人）に比べ、２人増加しました。

８　職員の分限及び懲戒処分の状況

分限処分の件数(令和３年度) 懲戒処分の件数(令和３年度)

(3) 休暇制度の取得状況

　令和３年１月１日から12月31日までの一般職員の年次有給休暇の平均取得日数は8.1日となっており、前年

（7.2日）に比べ、0.9日増加しました。

　また、令和３年度中に病気休暇を18人取得しており、取得期間の最長日数は90日です(病院を除く）。

　介護休暇の取得はありませんでした。

病気休暇
勤労意欲があっても負傷または疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明な
どに基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させる目的で設けられた有給の休
暇です。

特別休暇
特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です（産前産
後休暇、夏季休暇、ボランティア休暇等）。

介護休暇
配偶者、子、職員または配偶者の父母などの親族で負傷、疾病または老齢により２週間以上にわ
たり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認めら
れる場合における無給の休暇です。

(2) 休暇制度の概要、種類

　職員の休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例、規則に基づき、年次有給休暇・病気休暇・特別休暇

・介護休暇があり、それぞれの概要は次のとおりです。

年次有給休暇
労働基準法第39 条の規定に従って与えられる、有給による休暇であり、１年につき最高20日間
付与され、前年度からの繰越分を含めると最高40日間となります。

勤務時間 ８時30分から17時15分まで 休憩時間 12時00分から13時00分まで

　令和４年４月１日現在の勤務時間は原則として上記のとおりです。（窓口は17：45まで）

　公務の運営上の事情により、特別な形態により勤務する必要がある職員（病院等勤務職員）は、上記と異なります。

７　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況



コンプライアンス研修

千円

人83 3

141

目的として、富山県市町村職員共済組合が事業を実施しています。

短期給付事業

主　な　内　容

組合員とその家族の病気、けが、出産等に対する必要な給付を行うもの

態度、自らが掲げる目標による業務管理状況に対して、原則、直属の上司等２名からの評定を定期に実施しています。

　実施においては、職員の人材育成として能力や資質の向上と職務の円滑な遂行を目指すものです。

計 6 件

遺族補償 1 件

福祉事業 0 件

（注）　市民病院職員分を含みません。

療養補償 5 件

障害補償 0 件

公務又は通勤による負傷や疾病の療養（以下、「上記療養」と記載）に必要な費用
を支給します。

上記療養の治ゆ後、一定の障害が残った場合に年金等を支給します。

(2) 公務災害の発生状況

　公務災害補償制度は、地方公務員災害補償法に基づき、地方公務員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合

に、地方公務員災害補償基金が、その損害を補償する制度です。

　令和３年度の公務災害補償制度の状況は、次のとおりです。

種類
金　額

補償の状況
内　容　等

  令和３年度共済組合負担金 411,154

長期給付事業

福祉事業

組合員の退職、障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行うもの

組合員とその家族の健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付等を行うもの

②共済組合に対する負担金

　共済組合に対し、法令等に基づき、令和３年中に黒部市が負担金として支出した額は次のとおりです。

　なお、評定結果は昇任や人事異動の資料とするほか、国県の基準に準じて昇給や勤勉手当に反映させています。

11　職員の福利及び利益の保護の状況

(1) 共済制度の概要

区 分

　地方公務員共済組合法に基づき、職員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図り、職務の能率的運営に資することを

①共済組合によって実施されている事業の概要

委託派遣研修 富山県 2人、根室市 1人 3 人

(2) 勤務成績の評定の概要

　勤務成績の評定は、職員がその職務に応じて持つべき管理監督能力、一人ひとりが備えておくべき能力や求められる

（新任職員、中堅基礎、中堅継続、新任係長、現任係長、

　新任主幹、新任所属長、現任課長　等）

専門研修

専門知識・技術の習得等を目的に専門機関において研修を受講

人富山県職員研修所、富山県市町村職員研修機構、市町村アカデミー、
全国市町村国際文化研修所、（一社）日本経営協会　等

職場研修
職務遂行上求められる技能・能力を身につけるため招致講師による研修会を実施

日
人事評価研修、コンプライアンス研修、業務改善研修

基本研修

課長・係長などの職位ごとに区分された研修

85 人 19 日

　令和３年度に実施した職員研修の概要は、次のとおりです。（市民病院職員を対象とした研修を除きます。）

区 分 主な内容 延べ件数

自主研修
自己啓発支援の一環として研修の受講を支援

136 人
各種通信教育

10　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1) 研修の概要

公務又は通勤により死亡した場合に配偶者等に対し年金等を支給します。

上記補償に加えて付加給付として被災職員及び遺族の福祉に対して必要な事業及び
公務災害防止のために必要な事業を行います。



　令和３年度において、該当ありません。

12　公平委員会の報告事項

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

　令和３年度において、該当ありません。

(2) 不利益処分に関する不服申立の状況


